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亀山市議会基本条例に伴う検討課題カルテ 完 了 
改 定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作 成 

R4.10.7 
R4.5.13、R4.2.7 
R3.10.15、R3.6.28 
R3.6.4、R3.5.28 
R2.10.12、R2.2.17 
H28.10.21、H28.05.25 
H28.03.25、H28.03.11 
H28.02.15、H28.01.22 
H27.11.25、H27.10.20 
H27.08.18、H27.06.05 
H26.10.07、H26.07.02 
H26.5.29 

 
検討課題 

 
36 

 
・議会の情報化について 

区  分 Ｃ 

 
関連条例内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（議会運営の原則） 
第４条 議会は、市民を代表する議事機関であることを常に自覚

し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会
を目指し、市民に対する説明責任を十分に果たすよう努めなけ
ればならない。 

２ 議会は、市の政策決定及び市長その他の執行機関の事務の執
行に関し、監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能
が十分に発揮できる議会運営に努めなければならない。 

３ 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映でき
るよう議会運営に努めなければならない。 

４ 議会は、議会の会議における市民の傍聴の意欲を高める議会
運営に努めなければならない。 

５ 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別
委員会(以下「委員会」という。)の会議においては、積極的に
情報公開を行い、わかりやすい議論を行うよう努めなければな
らない。 

６ 議会の委員会は、それぞれの設置の目的に応じた機能が十分
に発揮できる委員会の運営に努めなければならない。 

７ 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の
討議を中心とした議会運営に努めなければならない。 

 
 
 

（議員の役割、責務等）  
第５条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であ

ることを十分に認識し、議会を構成する一員として議会活動を通
じて、市民の負託に応えなければならない。  

２ 議員は、市民の意見を的確に把握するとともに、日常の調査及
び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めなければならない。  

３ 議員は、特定の地域、団体及び個人の代表としてではなく、市
民全体の代表として、その福利の向上を目指して活動しなければ
ならない。  

４ 議員は、議会活動について、市民に対して説明する責任を有す
る。 

検討内容 ・パソコンやタブレット等の利活用の検討。 
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現状分析 議論する内容 対応内容 

・現在はパソコンについて、各会派室の1台を設置。 
・平成２５年７月に、ホームページ更新についての

アンケートにあわせ、議会の情報化に関するアン
ケートを実施。 

・会派室のパソコンのインターネット利用で通信が 
不安定である。ＺＴＶの通信速度が遅い事に起因
するか。 

・パソコン以外の機器、タブレットやスマートフォ
ンも利用者が増えてきている。 

 通信機能のないタブレット等は無線ＬＡＮ（Ｗｉ-
Ｆｉ）の環境がないためインターネットやメール
等が利用できない状況。 

・現在はパソコンやタブレットについては、議場や
委員会室には持ち込めない、規程が未整備。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・議会の情報化についての議論を行う。 
・議員のパソコンやタブレット等の利用

についての議論を行う。 
・情報化ツールとしてこれ迄のパソコン

を中心とした有線ＬＡＮから、タブレ 
ットやスマートフォンへの対応として
無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）環境の構築
を、委員会室や会派室に行い、議員の
情報化の推進を図る。 

・議場や委員会室でのパソコンやタブレ
ットの持ち込みについて、どの様な活
用シーンがあるのかの検討。 

 合わせて、議会資料等や情報の電子化
についての検討。 

・市から提出される資料の内、データ化
を要請するものを検討。 

・タブレットの具体的な活用方法及び運
営方法等の検討。 

・タブレットの使用基準の内容について
検討。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・平成２６年４月より、会派室使用のインターネッ
トの通信速度を１６０Ｍにアップ。 

・平成２６年６月、会派室のデスクトップパソコン
を更新。 

・ノートパソコンやタブレット、スマートフォンへ 
の対応として、無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）の構築
を委員会室や会派室に行い、議員の情報化の推進
を図る。（平成26年9月17日完了） 

・議場や委員会室でのパソコンやタブレットの持ち
込みでの活用シーンについての他市の事例等、事
務局にての情報収集。 

・議会資料等や情報の電子化について事務局にて検
討。 

・事務局にて、タブレットを購入し、活用シーンに
ついて研究。(Microsoft Surface Pro3)（平成26
年10月購入予定） 

・パソコン・タブレットの利活用指針の作成を検討
する。 

・第25回検討部会で、事務局での検証と並行して、
議会の内部会議でのタブレット端末の活用シーン
を検証するため、会議に必要なタブレット端末10
台を平成27年度から導入することとし、その後、
導入結果を分析して、最終的には市職員と同様、
議員一人一台の配備体制を構築することを確認。
（平成26年10月7日 第11回議会改革推進会議） 

・マイクロソフト社からWindows10が発売されるこ
とから、H27年度に購入予定の10台については、
今後、議員一人一台の配備体制の構築も考慮し、
マイクロソフト社の動向を見極めて購入するため
夏以降に購入することを確認。（平成27年5月22
日 第13回議会改革推進会議） 

・平成27年7月29日から無償でWindows10へのバージ
ョンアップが可能となることから、ただちに購入
の手続きに入ることを決定。 

（平成27年7月21日 第32回検討部会） 
・平成27年9月24日に入札により落札業者が決定し

、10月8日に10台納品。 
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・タブレット端末を実際に検討部会で使用し、資料
閲覧等の機能について確認。今後、内部会議で使
用することとする。（平成27年10月14日第34回検
討部会） 

・タブレット端末残り10台について、年内に購入す
ることとする。（平成27年12月購入予定） 

・タブレット端末の運用及び使用基準を策定するた
め、検討部会内にプロジェクトチームを設置し、
検討することとする。（平成27年11月25日第35回
検討部会） 

・タブレット端末残り10台納品。（平成27年12月21
日） 

・プロジェクトチームにおいてタブレット端末運用
に関する確認事項について協議。（平成27年12月
22日、平成28年2月2日） 

・議会事務局において、タブレット端末の運用につ
いて名張市議会、尾鷲市議会へ視察。（平成28年
1月14日） 

・亀山市議会タブレット端末の使用に関する要綱（
案）及び亀山市議会タブレット端末使用に係る申
し合わせ（案）について協議。（平成28年2月15
日第37回検討部会）（平成28年3月11日第38回検
討部会） 

・議会改革推進会議で亀山市議会タブレット端末の
使用に関する要綱（案）及び亀山市議会タブレッ
ト端末使用に係る申し合わせ（案）について確認
。（平成28年3月25日第16回議会改革推進会議） 

・タブレット端末操作研修会2回を開催し、全議員
へタブレット端末を配布。（平成28年4月18日、
平成28年4月27日） 

・平成28年5月16日から公開する全ての会議におい
てタブレット端末の本格運用を開始。 

・亀山市議会タブレット端末使用に係る申し合わせ
を一部改正する。（平成28年6月3日議会改革推進
会議） 

 
・定例会及び委員会の配布資料のペーパレス化につ

いて、できるところから取り組んでいくことを確
認し、検討部会として、ペーパレス化する資料を
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抽出。（平成28年8月9日第42回検討部会） 
・執行部のタブレット端末の導入及びペーパレス化

の考え方について、企画総務部と意見交換を行う。
（平成28年10月12日第43回検討部会） 

・定例会及び委員会の配布資料について、出来ると
ころからペーパレス化に取り組むこととし、１２
月定例会から次の資料をペーパレス化することと
する。 

【本会議配布資料】 
・議事日程 
・出席報告書 
・例月現金出納検査報告書 
・閉会中の継続調査申出書 
・付託議案一覧表 
・各常任委員会開催日程表 
・各常任委員会審査報告書 
【委員会配布資料】 
・予算決算委員会分科会分担表 
（平成28年10月12日第43回検討部会、平成28年10月

21日第18回議会改革推進会議） 
・現在使用しているタブレット端末（H27.10購入）

については、令和3年度での更新を予定し、令和2
年11月に必要な予算を要求することから、次期タ
ブレットの仕様や運用等について検討するため、
検討部会内にプロジェクトチームを設置し検討す
ることとする（令和2年1月21日第61回検討部会） 

・亀山市議会改革推進会議検討部会内規を制定し、

次期タブレットに関し、専門的検討をするプロジ

ェクトチームを設置した。（令和2年2月17日第62

回検討部会） 

・プロジェクトチームにおいて、次期タブレット端

末の仕様等について協議。（令和2年2月28日、令

和2年4月2日、令和2年6月25日、令和2年8月28日、

令和2年10月2日） 

・更新するタブレット端末の機種は「ipadpro12.9

」とし、電子会議システムは「SideBooks」を導

入することを確認。（令和2年10月12日第63回検
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討部会） 

・タブレット端末22台納品。（令和3年4月30日） 

・タブレット端末操作研修会を開催し、全議員へタ

ブレット端末を配布。（令和3年5月20日） 

・亀山市議会タブレット端末の使用に関する要綱及

び亀山市議会タブレット端末の使用に係る申し合

わせの改正案とタブレット端末の管理について協

議。（令和3年5月28日 第67回検討部会） 

・タブレット端末故障時等の対応、亀山市議会タブ

レット端末の使用に関する要綱及び亀山市議会タ

ブレット端末の使用に係る申し合わせの改正案を

確認。アプリケーションソフトの追加について協

議。（令和3年6月4日 第68回検討部会） 

・タブレット端末の管理について確認し、亀山市議

会タブレット端末の使用に関する要綱及び亀山市

議会タブレット端末の使用に係る申し合わせを一

部改正する。 

（令和3年6月15日 議会改革推進会議） 

・議会資料のペーパレス化の本格運用に向け、令和

３年９月定例会以降の各種会議においては、紙資

料の配布は希望者のみとし、１２月定例会以降は

一部資料を除き、データによる資料配布のみとす

ることを確認。なお、引き続き紙で配布する資料

の対象については、執行部と調整を行う。 

（令和3年8月27日 議会改革推進会議） 
・１２月定例会以降、一部資料を除き、データによ

る資料配布のみとしたことから、タブレット端末
、電子会議システム等に関する意見を各議員から
聞き取り、その意見への対応について協議した。
（令和4年2月7日 議会改革推進会議検討部会） 

 
・各議員から聞き取った電子会議システムへの意見

に対するシステム運営事業者からの回答を確認。
（令和4年5月13日 議会改革推進会議検討部会） 
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・１２月定例会以降、執行部もタブレットを導入し
、議会と共通の会議システムの運用を開始したこ
とから、議会資料は、予算書、補正予算書及び決
算書を除き、データのみとした。議会資料のペー
パーレス化について一定の成果を得られたため、
現在のカルテは完了とし、タブレット端末の活用
の可能性について、新たに協議すべき課題につい
ては新たにカルテを作成することを決定し、この
検討課題を完了とする。（令和4年10月7日 第33
回議会改革推進会議） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


